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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 投 入 メ ダ ル の 進 路 切 り 替 え 用 セ レ ク タ に 一 対 の メ ダ ル 投 入 用 検 出 手 段 が 設 け ら れ 、
　 回 胴 の 回 転 中 に 得 ら れ る 上 記 検 出 手 段 か ら の 検 出 出 力 に 基 づ い て 、 メ ダ ル 投 入 に 対 す る
エ ラ ー 状 態 を 判 別 す る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

　 投 入 メ ダ ル の 進 路 切 り 替 え 用 セ レ ク タ に 一 対 の メ ダ ル 投 入 用 検 出 手 段 が 設 け ら れ 、
　 回 胴 の 回 転 中 に 得 ら れ る 上 記 検 出 手 段 か ら の 検 出 出 力 に 基 づ い て 、 メ ダ ル 投 入 に 対 す る
エ ラ ー 状 態 が 判 別 さ れ る と 共 に 、 メ ダ ル 払 い 出 し 用 検 出 手 段 と 、 異 物 侵 入 用 検 出 手 段 と が
設 け ら れ 、
　 メ ダ ル 払 い 出 し モ ー ド で の 上 記 異 物 侵 入 用 検 出 手 段 か ら の 検 出 出 力 に 基 づ い て 、 上 記 メ
ダ ル 払 い 出 し の エ ラ ー 状 態 が 判 別 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 メ ダ ル 払 い 出 し 装 置 を 構 成 す る メ ダ ル が 収 容 さ れ た 回 転 デ ィ ス ク に 設 け ら れ た メ ダ ル 通
路 に 上 記 異 物 侵 入 用 検 出 手 段 が 設 け ら れ こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 上 記 回 胴 の 回 転 中 に 上 記 検 出 出 力 が 得 ら れ た と き は 、 遊 技 中 の 遊 技 を エ ラ ー 遊 技 と す る
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

　 エ ラ ー 状 態 と 判 別 さ れ た と き は 、 １ つ の 遊 技 単 位 が 終 了 し た 段 階 で 、 遊 技 の 継 続 が 凍 結
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 遊 技 機 。

　 １ つ の 遊 技 単 位 と は 、 入 賞 に よ る メ ダ ル 払 い 出 し 終 了 ま で で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ５ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 エ ラ ー 状 態 と 判 別 さ れ た と き は 、 上 記 回 胴 の 回 転 が 停 止 し た 直 後 に 、 遊 技 の 継 続 が 凍 結
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 遊 技 機 。
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